
議案第２０号 

 

 

 三次市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例案を次のように提出する。 

 

 

  令和６年２月２２日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等    

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関 

する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 三次市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年三

次市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「法第１９条第１０号」を「法第１９条第１１号」に改める。 

 第２条各号を次のように改める。 

 ⑴ 個人情報 法第２条第３項に規定する個人情報をいう。 

 ⑵ 個人情報ファイル 法第２条第４項に規定する個人情報ファイルをいう。 

 ⑶ 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

 ⑷ 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 ⑸ 特定個人情報ファイル 法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイル

をいう。 



 ⑹ 個人番号利用事務 法第２条第１０項に規定する個人番号利用事務をいう

。 

 ⑺ 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務

実施者をいう。 

 ⑻ 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提供ネ

ットワークシステムをいう。 

 ⑼ 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事

務をいう。 

 ⑽ 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう

。 

 第４条第１項を次のように改める。 

  法第９条第２項の条例で定める事務は，別表第１の左欄に掲げる機関が行う

同表の右欄に掲げる事務，別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲

げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。 

 第４条第２項中「執行機関」を「機関」に改め，同条第３項中「市の執行機関

は，法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で，同表の第

４欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関」を「市長又は教育委員会は，

特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって

自ら」に，「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改め，同条第４

項中「情報を含む書面の提出」を「情報を含む書面の提供」に改める。 

 第５条第１項中「法第１９条第１０号の規定による特定個人情報の提供」を「

法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合」

に，「ことにより行うものとする」を「ときとする」に改め，同条第２項中「情

報を含む書面の提出」を「情報を含む書面の提供」に改める。 

 別表第１中 

「 

執行機関 事務 

                     」を 

「 

機関 事務 



                     」に改める。 

 別表第２中 

「 

執行機関 事務 特定個人情報 

                              」を 

「 

機関 事務 特定個人情報 

                              」に改める。 

 別表第３中 

「 

機関 事務 機関 特定個人情報 

                              」を 

「 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

                              」に改める。 

   附 則  

 この条例は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行

する。 


